
川
内
市
、樋
脇
町
、入
来
町
、
東
郷
町
、

祁
答
院
町
、
里
村
、
上
甑
村
、
下
甑
村
及

び
鹿
島
村
の
一
市
四
町
四
村
に
よ
る
川
薩

地
区
法
定
合
併
協
議
会
が
七
月
十
日
設
立

さ
れ
、
第
一
回
協
議
会
が
川
内
市
内
で
開

か
れ
ま
し
た
。
休
止
と
な
っ
た
川
西
薩
地

区
法
定
合
併
協
議
会
に
代
わ
り
、
串
木
野

市
が
外
れ
、
下
甑
村
を
加
え
た
新
た
な
法

定
協
議
会
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
す
。

協
議
会
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
九
市
町

村
の
首
長
、
議
会
議
長
に
よ
る
設
置
会
議

で
、
会
長
に
森
卓
朗
・
川
内
市
長
、
副
会

長
に
黒
瀬
一
郎
・
樋
脇
町
長
、
今
別
府
哲

矢
・
川
内
市
議
会
議
長
を
選
任
。
協
議
会

で
は
三
氏
の
あ
い
さ
つ
に
続
き
、
委
員
代

表
と
し
て
町
弘
道
・
下
甑
村
長
に
森
会
長

か
ら
委
嘱
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

七
月
十
日
発
足
し
た
新
法
定
協
は
、
合

併
期
日
の
目
標
（
平
成
十
六
年
十
月
十
二

日
）
な
ど
川
西
薩
法
定
協
の
こ
れ
ま
で
の

調
整
方
針
、
協
議
結
果
を
原
則
引
き
継
ぎ

ま
す
。
同
日
の
第
一
回
会
議
で
は
、
川
西

薩
法
定
協
で
承
認
済
み
の
会
議
運
営
規
程

や
十
五
年
度
事
業
計
画
・
予
算
、
事
務
事

業
一
元
化
調
整
方
針
、
新
市
ま
ち
づ
く
り

計
画
策
定
方
針
、
合
併
の
方
式
、
合
併
の

期
日
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
な
ど
十
一

議
案
が
一
部
修
正
の
う
え
一
括
上
程
さ

れ
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
川
西
薩
法
定
協
で
公
募
済

み
の
新
市
名
称
に
つ
い
て
は
新
し
い
枠
組

み
で
再
度
募
集
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
市

名
称
等
検
討
小
委
員
会
が
同
日
設
置
さ

れ
、
公
募
方
法
や
選
定
基
準
が
協
議
会
に

提
案
さ
れ
ま
し
た
。
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川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
に
お
い
て
昨
年

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
法
定
協
の
会
長
を
務
め
、

皆
様
方
と
一
緒
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

情
熱
を
傾
け
て
き
ま
し
た
が
、
心
な
ら
ず
も
休
止

と
な
り
、
私
の
力
不
足
を
大
変
反
省
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
大
変
申
し
訳
な
い
と
思
い
ま
す
。
一

本
の
糸
が
プ
ツ
ン
と
切
れ
た
よ
う
な
、
新
し
い
力

が
沸
き
出
し
て
こ
な
い
感
じ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
す
が
、
川
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

の
会
長
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
め
で
た
い
席
に
出
る
エ
ビ
は
何
回
も
脱
皮
し

て
、
そ
の
た
び
に
皮
も
厚
く
な
る
し
、
丈
夫
な
エ

ビ
に
育
っ
て
い
き
ま
す
。
川
西
薩
地
区
法
定
合
併

協
議
会
の
前
車
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
今
後

一
市
四
町
四
村
の
皆
様
方
と
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で

お
互
い
に
譲
り
合
い
の
精
神
を
発
揮
し
、
川
薩
地

区
法
定
合
併
協
議
会
が
目
的
に
向
か
っ
て
取
り
組

み
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
念

ず
る
次
第
で
す
。

私
も
力
不
足
で
は
あ
り
ま
す
が
、
捲
土
重
来
、

再
度
ネ
ジ
を
巻
き
直
し
て
皆
様
方
と
一
緒
に
頑

張
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
は
、
な
ん
と
か

し
て
串
木
野
市
の
皆
様
方
の
お
帰
り
を
待
ち
望
む

べ
く
休
止
の
状
態
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
本
の
法
定
協
が
現
実

に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
一
方
を
休
止
に
し
て
、
川

薩
地
区
法
定
協
議
会
の
方
に
全
力
を
挙
げ
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
合
併
の
目
標
期
日
ま
で
大
変
回
り
道

を
し
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
雨
降
っ
て
地

固
ま
る
、
こ
れ
を
糧
に
素
晴
ら
し
い
十
万
都
市
が

構
築
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
念
願
す
る
次
第
で

す
。
幾
多
の
困
難
が
ま
た
こ
れ
か
ら
も
出
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
都
度
皆
様
方
の
ご
協

力
で
素
晴
ら
し
い
新
市
が
誕
生
し
ま
す
よ
う
目
的

に
向
か
っ
て
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
こ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

ど
う
か
新
し
く
船
出
を
い
た
し
ま
し
た
川
薩
地

区
法
定
合
併
協
議
会
に
、
皆
様
方
の
温
か
い
ご
指

導
、
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

川薩地区法定合併協議会設立のごあいさつ

川
西
薩
法
定
合
併
協
議
会
で
の
串
木
野
市
の
状

況
は
大
変
残
念
に
思
う
次
第
で
す
。
特
に
樋
脇
町

は
串
木
野
市
と
ご
み
に
関
す
る
組
合
を
組
織
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
残
留
を
お
願
い
し
て
き
ま
し
た

が
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
大
変
残
念
で
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
新
し
く
設
置
さ
れ
た
川

薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
が
後
退
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
微
力
な
が
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
会
長

の
補
佐
役
と
し
て
精
一
杯
努
力
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
協
力
、
ご
指

導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

副
会
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
的
に
も
迫
り
、
そ
し
て

協
議
す
る
内
容
も
各
論
に
入
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
一
市
四
町
四
村
が
力
を
合
わ
せ
て
、
新
し
い

素
晴
ら
し
い
市
が
誕
生
で
き
ま
す
よ
う
に
、
森
会

長
を
支
え
な
が
ら
全
力
を
尽
く
す
覚
悟
で
す
。
皆

様
方
の
ご
協
力
、
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。合

併
協
議
に
お
い
て
は
、
個
性
と
歴
史
を
持
っ

た
複
数
の
自
治
体
が
新
た
な
一
つ
の
自
治
体
を
つ

く
り
上
げ
て
住
民
の
期
待
に
こ
た
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
の
川
薩
地
区
が
将
来
に
わ
た
っ

て
い
か
に
し
て
住
民
が
必
要
と
す
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
、
そ
の
地
区
の
将
来
像
を
ど
の
よ
う

に
描
く
か
に
つ
い
て
論
議
し
、
皆
様
方
の
英
知
を

結
集
し
て
、
素
晴
ら
し
い
自
治
体
を
つ
く
り
上
げ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
第
一
回
法
定
合
併
協
議
会
で
の
来
賓
あ
い
さ
つ

か
ら
）

県
地
方
課
長
あ
い
さ
つ

肥

後

和

紀
氏

会

長川内
市
長

森

卓

朗

副
会
長

樋
脇
町
長

黒

瀬

一

郎

副
会
長

川
内
市
議
会
議
長

今
別
府

哲
矢



月 日現在

川薩地区法定合併協議会のメンバーです

市町村名 区分 職 名 氏 名 摘要

川 内 市 行政
市 長 森 卓 朗 会 長
助 役 岩 切 秀 雄

議会
議 長 今別府 哲 矢 副会長
市町村合併対策特別委員会委員長 岩 下 早 人

学 識
経験者

田 中 憲 夫
今 村 妙 子

樋 脇 町 行政
町 長 黒 瀬 一 郎 副会長
助 役 宮 脇 秀 隆

議会
議 長 帯 田 博 美
副 議 長 田 島 春 良

学 識
経験者

中 島 増 夫
宮 元 泰 子

入 来 町 行政
町 長 福 元 忠 一
助 役 石 塚 政 揮

議会
議 長 山 本 佐 敏
副 議 長 上 野 一 誠

学 識
経験者

田 島 忠 志
吹 田 紘 男

東 郷 町 行政
町 長 森 薗 正 堂
助 役 和 田 国 昭

議会
議 長 北 迫 茂
副 議 長 古 里 貞 義

学 識
経験者

山 元 温 治
田 原 ハルエ

祁答院町 行政
町 長 今 村 松 男
助 役 村 原 政 和

議会
議 長 安 田 文 仁
合併問題対策特別委員会委員長 肥 後 耕 作

学 識
経験者

川 畑 二
平 林 徳 子

里 村 行政
村 長 塩 田 至
助 役 鷺 山 和 平

議会
議 長 平 嶺 道 夫
副 議 長 外 園 加 一

学 識
経験者

純 浦 勝 志
山 下 廣 江

上 甑 村 行政
村 長 藏 元 欽一郎
助 役 長 秀 徳

議会
議 長 中 能 重 行
副 議 長 大 良 影 夫

学 識
経験者

西 仙 可
石 原 弘 子

下 甑 村 行政
村 長 町 弘 道
助役（総務課長） 西 手 正 孝

議会
議 長 中 川 三 継
副 議 長 宮 和 勇

学 識
経験者

日笠山 直 宏
宮 野 イネ子

鹿 島 村 行政
村 長 尾 嗣
助 役 中 野 捷

議会
議 長 塩 釜 三 郎
副 議 長 橋 野 利 邦

学 識
経験者

小 村 庄 昌
塩 釜 悦 子

市町村名 区分 職 名 氏 名 摘要 区 分 職 名 氏 名

鹿児島県
総 務 部 地 方 課 長 肥 後 和 紀
総務部地方課市町村合併推進室長 西中須 浩 一
川 内 総 務 事 務 所 長 馬 場 英 俊

区 分 職 名 氏 名

《協議会会長及び委員》 《顧 問》

市町村名 役 職 等 氏 名
入 来 町 代 表 監 査 委 員 里 平 盛 人
東 郷 町 代 表 監 査 委 員 中 村 昌 弘

市町村名 役 職 等 氏 名

《監 査 委 員》

区 分 所属市町村名等 氏 名

助 役
川 内 市 岩 切 秀 雄
樋 脇 町 宮 脇 秀 隆
入 来 町 石 塚 政 揮
東 郷 町 和 田 国 昭
祁 答 院 町 村 原 政 和
里 村 鷺 山 和 平
上 甑 村 長 秀 徳
下甑村（総務課長） 西 手 正 孝
鹿 島 村 中 野 捷

専
門
部
会
長

総 務 部 会 長 樋脇町総務課長 福 留 久 根
企画財政部会長 川内市企画経済部長 平 敏 孝
産業経済部会長 東郷町経済課長 上 戸 健 次
住民健康福祉部会長 川内市保健福祉部長 岩 下 晃 治
建 設 部 会 長 川内市建設部長 新 武 博
上下水道部会長 祁答院町水道課長 木 原 研 一
教 育 部 会 長 入来町教委総務課長 本 田 憲 證
電算情報部会長 川内市企画経済部情報推進課長 村 尾 光 政
議会 監査部会長 樋脇町議会事務局長 岩 下 満 志

合併担当部課長
川内市企画経済部長 平 敏 孝
川内市市町村合併対策課参事 今 吉 俊 郎
樋脇町総務課長補佐 内 金 雄
入来町総務課長 水 流 信 雄
東郷町総務課長 知 敷 憲一郎
祁答院町総務課長 鬼 塚 秀 範
里 村 総 務 課 長 平 嶺 休 丸
上甑村企画課長 柳 忠 喜
下甑村総務課長補佐 橋 口 正 治
鹿島村総務課長 梶 原 五 郎

区 分 所属市町村名等 氏 名

《幹事会幹事》

鹿 児 島 県
総務部地方課市町村合併推進室長補佐 中 野 志 郎
川内総務事務所次長 上 薗 辰 郎

《幹事会オブザーバー》

職 名 氏 名 所属市町村名
事 務 局 長 田 中 良 二 川 内 市
事 務 局 次 長 川 野 眞 司 鹿児島県からの派遣
総 務 広 報 班 長 森 園 一 春 入 来 町
総 務 広 報 班 員 村 岡 斎 哲 里 村
総 務 広 報 班 員 橋 口 堅 川 内 市
調 整 班 長 奥 平 幸 己 東 郷 町
調 整 班 員 上須田 敏 秋 鹿 島 村
調 整 班 員 大 毛 昭 徳 下 甑 村
調 整 班 員 井手上 和 洋 祁 答 院 町
調 整 班 員 平 利 朗 樋 脇 町
調 整 班 員 久 米 道 秋 祁 答 院 町
調 整 班 員 堀 切 良 一 入 来 町
調 整 班 員 田 代 健 一 川 内 市
調 整 班 員 古 川 太 司 樋 脇 町
計 画 班 長 古 川 英 利 川 内 市
計 画 班 員 江 口 洋 上 甑 村
計 画 班 員 山 内 拓 也 下 甑 村
計 画 班 員 堀之内 孝 充 東 郷 町

職 名 氏 名 所属市町村名

《事 務 局》



法定合併協議会
合併に関する協議
新市まちづくり計画の作成
各種の調査研究
首長（ 名）、助役（ 名）
議長（ 名）、議員（ 名）
学識経験者（ 名）、顧問

法定合併協議会
合併に関する協議
新市まちづくり計画の作成
各種の調査研究
首長（ 名）、助役（ 名）
議長（ 名）、議員（ 名）
学識経験者（ 名）、顧問

川薩地区法定合併協議会組織図
鹿児島県

市町村合併支援本部
（及び地域支援本部 県川内総務事務所）
協議会へ顧問・幹事会へオブザーバー参加
助言、職員の事務局への派遣

鹿児島県
市町村合併支援本部

（及び地域支援本部 県川内総務事務所）
協議会へ顧問・幹事会へオブザーバー参加
助言、職員の事務局への派遣

まちづくり
フォーラム
（住民代表）

まちづくり
フォーラム
（住民代表）

監査委員（ 名）監査委員（ 名）

市町村長調整会市町村長調整会

小委員会・協議会協議事項（一部）の調整、審議小委員会・協議会協議事項（一部）の調整、審議

幹 事 会
協議会への提案事項に関する事項
専門部会の進行管理等に関する事項
合併に関する基本的事項の調整
助役（ 名）、専門部会長（ 名）
合併担当部・課長（ 名）
オブザーバー

幹 事 会
協議会への提案事項に関する事項
専門部会の進行管理等に関する事項
合併に関する基本的事項の調整
助役（ 名）、専門部会長（ 名）
合併担当部・課長（ 名）
オブザーバー

事 務 局
協議会、幹事会組織の運営事務
まちづくりプロジェクト会議等調整会議の事務
合併準備の調査・進行管理
その他、合併協議の総括、進行調整
事務局長、次長、総務広報班
調整班、計画班

事 務 局
協議会、幹事会組織の運営事務
まちづくりプロジェクト会議等調整会議の事務
合併準備の調査・進行管理
その他、合併協議の総括、進行調整
事務局長、次長、総務広報班
調整班、計画班

横断的主要事項に関する調整会議（会議事務局は、協議会事務局と主管専門部会事務局の共同運営）

まちづくりプロジェクト会議
（企画 財政担当部課長等）
新市まちづくり計画
新市の政策 実施事業 財政計画
政策検討部会・財政検討部会
（担当係長等）
【所管 協議会事務局】
説明担当 協議会事務局

まちづくりプロジェクト会議
（企画 財政担当部課長等）
新市まちづくり計画
新市の政策 実施事業 財政計画
政策検討部会・財政検討部会
（担当係長等）
【所管 協議会事務局】
説明担当 協議会事務局

事務組織調整会議
（総務 事務管理担当部課長）
本庁・支所等の事務組織
地方制度

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 総務部会】
説明担当 総務部会

事務組織調整会議
（総務 事務管理担当部課長）
本庁・支所等の事務組織
地方制度

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 総務部会】
説明担当 総務部会

地区コミュニティ調整会議
（自治振興担当部課長）
地区コミュニティ協議会制度
地区振興計画

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 企財部会】
説明担当 企画財政部会

地区コミュニティ調整会議
（自治振興担当部課長）
地区コミュニティ協議会制度
地区振興計画

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 企財部会】
説明担当 企画財政部会

地域情報化調整会議
（電算情報担当部課長）
地域情報化計画
システム統合

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 電算部会】
説明担当 電算情報部会

地域情報化調整会議
（電算情報担当部課長）
地域情報化計画
システム統合

作業部会（担当係長等）
【所管 協議会事務局 電算部会】
説明担当 電算情報部会

専門部会（ 部会）
総 務 部 会 企 画 財 政 部 会 産 業 経 済 部 会

住 民 健 康 福 祉 部 会 建 設 部 会 上 下 水 道 部 会

教 育 部 会 電 算 情 報 部 会 議 会 ・ 監 査 部 会

総 務 部 会 企 画 財 政 部 会 産 業 経 済 部 会

住 民 健 康 福 祉 部 会 建 設 部 会 上 下 水 道 部 会

教 育 部 会 電 算 情 報 部 会 議 会 ・ 監 査 部 会

所掌事務 合併協議項目及び事務調整項目に関する調整、 合併する場合の準備項目等の調査研究、 関連部会

との調整（合同会議の開催）、 合併協議横断的主要事項に関する調整会議の共同運営（総務部会・企

画財政部会）

各部会に事務局を置く（関係市町村で分担）
構成員 関係市町村及び一部事務組合の全ての部課長等

分 科 会 （各専門部会ごとに複数・計 分科会）
所掌事務 （専門部会における実務作業組織） 提案事項・調整事項の取りまとめ、 合併する場合の準備項目等

の調査研究、 調整会議項目の調整（必要に応じ横断的な作業部会を設ける）
各部会に事務局を置く（関係市町村で分担）
構成員 関係市町村及び一部事務組合の補佐・係長ほか主管担当者

分 科 会 （各専門部会ごとに複数・計 分科会）
所掌事務 （専門部会における実務作業組織） 提案事項・調整事項の取りまとめ、 合併する場合の準備項目等

の調査研究、 調整会議項目の調整（必要に応じ横断的な作業部会を設ける）
各部会に事務局を置く（関係市町村で分担）
構成員 関係市町村及び一部事務組合の補佐・係長ほか主管担当者

（調整）

（調整）（指示）

（提案）
（指示）

（調整）

（提案） （調整指示）

（提案） （提言）

（指示）

（提案）

（指示）

（提案）

（指示）

地域情報化計画策定懇話会地域情報化計画策定懇話会



川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来
町
、
東

郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、
上
甑
村
、
下
甑
村
及

び
鹿
島
村
の
二
市
四
町
四
村
で
、
平
成
十
四
年
十

月
七
日
、
川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
が
設
置

さ
れ
、
合
併
の
基
本
的
な
問
題
等
に
つ
い
て
協
議

を
重
ね
、
共
通
の
認
識
と
理
解
が
積
み
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。
法
定
合
併
協
議
会
参
加
の
意
思
表
明
を

保
留
し
た
下
甑
村
を
除
く
二
市
四
町
三
村
の
合
併

に
関
す
る
協
議
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
、
同
年
十

二
月
二
十
五
日
、
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

法
定
合
併
協
議
会
で
合
併
協
定
項
目
、
合
併
の

期
日
、
合
併
の
方
式
な
ど
重
要
案
件
が
審
議
さ
れ

て
き
て
い
る
中
で
、
平
成
十
五
年
四
月
七
日
串
木

野
市
が
離
脱
を
表
明
。
そ
の
後
串
木
野
市
長
か
ら

串
木
野
市
議
会
と
意
思
統
一
さ
れ
た
最
終
方
針
が

示
さ
れ
な
い
状
況
が
続
き
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い

て
協
議
し
た
結
果
、
今
後
の
協
議
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
合
併
特
例
法
の
期
限
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
以

上
合
併
協
議
を
停
滞
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

判
断
、
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
は
い
っ
た

ん
休
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
十
五
年
六
月
十
二
日
に
法
定
合

併
協
議
会
の
加
入
申
し
入
れ
の
あ
っ
た
下
甑
村
と

の
合
併
協
議
を
先
行
さ
せ
る
た
め
、
各
市
町
村
議

会
で
、
川
内
市
、
樋
脇
町
、
入
来
町
、
東
郷
町
、

祁
答
院
町
、
里
村
、
上
甑
村
、
下
甑
村
及
び
鹿
島

村
の
一
市
四
町
四
村
の
法
定
合
併
協
議
会
設
置
議

案
の
議
決
が
な
さ
れ
、
協
議
会
規
約
の
七
月
十
日

施
行
を
も
っ
て
川
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
設

置
と
な
り
ま
し
た
。

川川川川川
薩薩薩薩薩
地地地地地
区区区区区
法法法法法
定定定定定
合合合合合
併併併併併
協協協協協
議議議議議
会会会会会

川
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

設設設設設
置置置置置
ののののの
経経経経経
緯緯緯緯緯

設
置
の
経
緯

年 月 日 事 項 内 容

平成 年 月 月 市町村合併に関する情報交換会開催（第 回 回） 市 町 村会議（助役、主管部・課長）

平成 年 月 日 市 町 村首長会議

課長級職員で 合併問題勉強会 、課長補佐級下、係長
担当職員で 調査班 設置
川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、市来町、里

村、上甑村、下甑村、鹿島村

月 月
勉強会（第 回 第 回）
調整班（第 回 第 回）

行政比較データ、地域の将来像、先進事例からみた合併協
議の進め方について

月 日 （仮称）川西薩地区任意合併協議会設立準備会発足 川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、里村、上甑村、
下甑村、鹿島村（ 市 町 村）で構成

月 日 祁答院町長から協議会準備会への参加申し入れ 任意合併協議会設立準備会会長へ文書での申入れ

月 日 川西薩地区任意合併協議会 第 回任意合併協議会 任意合併協議会の設立、規約 役員、 年度事業計画 予算

月 日 第 回任意合併協議会 合併の方式、合併の期日、新市名称の決定方法、新市の事
務所の位置など

月 日 第 回任意合併協議会 法定合併協議会規約、 年度事業計画 予算、事務事業一
元化調整方針など

月 日 合併講演会 講師兵庫県篠山市まちづくり推進課長森本繁氏

月 日
第 回任意合併協議会
法定協議会設置会議
第 回法定合併協議会

任意合併協議会解散
下甑村を除く 市 町 村で川西薩地区法定合併協議会設立

平成 年 月 日 第 回法定合併協議会 事務事業一元化調整方針、新市まちづくり計画策定方針など

月 日 第 回法定合併協議会 新市名称の公募方法など

月 日 第 回法定合併協議会 合併協定項目、合併の方式、合併の期日、新市の事務所の
位置、 年度事業計画 予算など

月 日 まちづくりフォーラム提言報告会 フォーラム委員によるパネルディスカッション

月 日 第 回法定合併協議会 年度事業 歳入歳出予算決算 監査報告など

月 日 第 回法定合併協議会 条例、規則等の取り扱い、電算システム事業

月 日 第 回市町村長調整会 下甑村長・議会議長から文書で加入申し入れ

月 日 第 回法定合併協議会 新市まちづくり計画原案提案

月 日 （仮称）川薩地区法定合併協議会設置準備会 川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、
下甑村、鹿島村（ 市 町 村）で構成

月 日
第 回法定合併協議会
川薩地区法定合併協議会設置会議
第 回川薩地区法定合併協議会

川西薩地区法定合併協議会休止
串木野市を除く 市 町 村で川薩地区法定合併協議会設立
年度事業計画・予算など

年 月 日 事 項 内 容

平成 年 月 月

平成 年 月 日

月 月

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

平成 年 月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

これまでの流れ



会
議
運
営
規
程
（
抜
粋
）

第
二
条

会
議
は
、
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。

第
五
条

会
議
の
議
事
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

進
め
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
意
見
が

分
か
れ
た
場
合
は
、
出
席
委
員
の
三
分
二
以
上
の

賛
成
を
も
っ
て
決
す
る
。

第
六
条

協
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

質
疑
及
び
協
議
を
行
う
会
議
の
前
の
会
議
に
お

い
て
事
前
提
案
し
、
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

会
議
録
及
び
会
議
資
料
は
原
則
と
し
て

公
開
す
る
。

第
九
条

会
議
は
、
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正

か
つ
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
と
認

め
ら
れ
た
場
合
は
、
会
議
を
公
開
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

会
議
等
の
公
開
に
関
す
る
指
針（
抜
粋
）

《
目
的
》

こ
の
指
針
は
、川
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
会

議
等
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、そ
の
審

議
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、住
民
の

市
町
村
合
併
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
を
確
保
し
、

も
っ
て
住
民
参
加
に
よ
る
公
正
で
開
か
れ
た
会
議

等
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

《
対
象
と
す
る
会
議
等
》

こ
の
指
針
に
お
い
て

会
議
等

と
は
、
川
薩

地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
、
市
町
村
長
調
整

会
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
、
専
門
部
会
、
分
科
会

等
を
い
う
。

《
公
開
の
基
準
》

会
議
等
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
公
開
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
る

事
項
に
つ
い
て
審
議
、
審
査
、
調
査
等
を
行
う
会

議
等
を
開
催
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

《
公
開
・
非
公
開
の
決
定
等
》

会
議
等
の
長
は
、
公
開
の
基
準
に
基
づ
き
、
あ

ら
か
じ
め
会
議
の
公
開
ま
た
は
非
公
開
の
決
定
を

行
う
も
の
と
す
る
。

《
会
議
開
催
の
周
知
》

会
議
等
は
、
公
開
の
会
議
を
開
催
す
る
に
当

た
っ
て
は
、原
則
と
し
て
当
該
会
議
の
開
催
日
時
、

開
催
場
所
、
議
題
を
報
道
機
関
へ
情
報
提
供
し
、

川
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
に
会
議
を

開
催
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

平
成

年
度
歳
入
歳
出
予
算

歳
入
の
部

七
千
九
百
三
十
四
万
四
千
円
（
協

議
会
構
成
市
町
村
負
担
金
）

歳
出
の
部

会
議
運
営
費
（
千
九
百
六
十
三
万

三
千
円
）、
事
務
局
運
営
費
（
千
八
百
九
十
一
万

一
千
円
）、
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
事
業
費
（
千

三
百
八
十
九
万
八
千
円
）、
事
務
事
業
調
整
事
業

費
（
千
六
百
九
万
円
）、
広
報
広
聴
事
業
費
（
千

七
十
一
万
二
千
円
）、
予
備
費
（
十
万
円
）

事
務
事
業
一
元
化
調
整
方
針（
抜
粋
）

《
調
整
の
目
的
》

関
係
市
町
村
の
異
な
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
負
担

水
準
を
統
一
す
る
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
事

務
事
業
・
制
度
等
を
比
較
し
、
住
民
生
活
に
及
ぼ

第

回
川
薩
地
区

合
併
法
定
協
議
会
の

議
決
事
項

事業項目 事 業 内 容 備 考

協 議 会 の 開 催
合併協定項目協議
新市まちづくり計画協議
その他市町村合併に関する協議

平成 年 月から平成 年 月まで原則毎月第
木曜日開催

幹 事 会 の 開 催 協議会提案事項の事前調整 平成 年 月から平成 年 月まで原則毎月第
木曜日開催

小委員会の開催 新市名称等に関する協議 随時開催
専 門 部 会
分 科 会 の 開 催

専門部会（事務事業一元化調整原案協議）
分科会（事務事業一元化調整素案協議）

随時開催

事務事業一元化調
整 事 業

事務事業一元化に係る調整項目のすり合わせ、
調整原案作成
事務事業一元化に係る調整議案作成
事務処理マニュアル作成
例規原案作成に係る準備作業
例規原案作成作業
地域情報化計画策定

月末

月 月
月 平成 年 月予定
月末
月 平成 年 月予定
月 月

新市まちづくり計
画 策 定 作 業

新市まちづくり計画策定

プロジェクト会議
計画原案に対する広聴広報

まちづくりフォーラム

計画原案作成検討（ 月）
県事業調整（ 月）
計画原案提案・審議（ 月）
計画案の県知事協議・決定（ 月）
計画原案策定・修正・調整（ 月）
まちづくり広聴会開催（ 月）
意見募集（ 月）
計画原案関連意見交換等（ 月 平成 年 月）

広 報 広 聴 事 業

協議会だより発行 毎月 回発行
ホームページ更新 随時更新
各種団体等への説明会 月
住民説明会（合併協定項目の内容について） 平成 年 月

合併調印・議決
合併協定調印 平成 年 月
合併関連議決 平成 年 月

事業項目 事 業 内 容 備 考

協 議 会 の 開 催

幹 事 会 の 開 催

小委員会の開催

専 門 部 会
分 科 会 の 開 催

事務事業一元化調
整 事 業

新市まちづくり計
画 策 定 作 業

広 報 広 聴 事 業

合併調印・議決

川薩地区法定合併協議会 平成 年度事業計画



す
影
響
な
ど
の
検
討
を
行
い
、
一
本
化
す
る
た
め

の
調
整
案
を
協
議
す
る
。

《
基
本
的
な
事
項
》

関
係
市
町
村
の
こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
の
歴

史
に
配
慮
し
つ
つ
、
合
併
後
も
現
行
ど
お
り
存

続
さ
せ
る
も
の
、
一
元
化
を
図
る
も
の
、
廃
止

す
る
も
の
を
区
分
。
そ
の
中
で
、
一
元
化
を
図

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
統
合
す
る
も
の
と
再
編

す
る
も
の
を
区
分
す
る
。

一
元
化
を
図
る
も
の
及
び
廃
止
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、合
併
時
か
ら
実
施
す
る
も
の
と
合
併
後

一
定
期
間
を
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
区
分
す

る
。

《
合
併
協
定
項
目
協
議
の
原
則
》

事
務
事
業
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
基
本

的
な
方
針
に
基
づ
き
調
整
す
る
。

住
民
生
活
に
支
障
の
な
い
よ
う
速
や
か
な
一
体

性
の
確
保
に
努
め
る
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
及
び
住
民
福
祉
の
向
上
に
努
め

る
。

負
担
公
平
の
原
則
に
立
ち
、
行
政
格
差
を
生
じ

な
い
よ
う
に
努
め
る
。

新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め
る
。

行
政
改
革
の
観
点
か
ら
、
事
務
事
業
の
見
直
し

に
努
め
る
。

新
市
の
規
模
に
見
合
っ
た
事
務
事
業
の
見
直
し

に
努
め
る
。

公
共
的
団
体
な
ど
の
一
本
化
に
努
め
る
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
方
針

《
計
画
の
趣
旨
》

関
係
市
町
村
の
合
併
後
の
新
市
の
ま
ち
づ
く
り

を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、本
計
画
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、関
係
市

町
村
の
速
や
か
な
一
体
化
を
促
進
し
、
住
民
福
祉

の
向
上
と
新
市
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
。

《
計
画
の
構
成
》

新
市
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
基
本
方
針
及
び

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
計
画
、
ま
ち
づ
く

り
事
業
計
画
、
公
共
施
設
の
基
本
的
考
え
方
及
び

財
政
計
画
を
中
心
と
し
て
構
成
す
る
。

《
計
画
の
期
間
》

合
併
後
お
お
む
ね
十
年
程
度
の
期
間
に
つ
い
て

定
め
る
。

《
計
画
の
内
容
》

将
来
を
見
据
え
た
長
期
的
視
野
に
立
つ
。

基
本
計
画
並
び
に
ま
ち
づ
く
り
事
業
計
画
は
、

各
地
域
の
課
題
を
把
握
し
、
そ
の
特
性
を
活
か

し
な
が
ら
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
に
わ
た
り

効
果
的
な
事
業
の
展
開
を
図
る
。

公
共
施
設
の
整
備
は
、
関
係
市
町
村
の
住
民
生

活
に
急
激
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
十
分
配

慮
し
、
地
域
の
バ
ラ
ン
ス
、
財
政
事
情
を
考
慮

し
な
が
ら
逐
次
実
施
す
る
。

財
政
計
画
は
、
地
方
交
付
税
、
国
や
県
の
補
助

金
、
地
方
債
等
の
依
存
財
源
を
過
大
に
見
積
も

る
こ
と
な
く
、
新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運

営
が
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
留
意
し
て
策
定
す

る
。

住
民
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
合

併
の
効
果
の
最
大
活
用
及
び
合
併
に
伴
う
懸
念

事
項
へ
の
適
切
な
対
応
に
十
分
留
意
し
て
策
定

す
る
。

合
併
協
定
項
目

合
併
す
る
と
し
た
場
合
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
事

項
に
つ
い
て
、
協
議
会
で
協
議
を
行
い
、
そ
の
結

果
を

合
併
協
定
書

と
し
て
取
り
ま
と
め
る
項

目
（
計
四
十
六
項
目
で
別
表
の
通
り
）。

合
併
の
方
式

川
内
市
、
樋
脇
町
、
入
来
町
、
東
郷
町
、
祁
答

院
町
、
里
村
、
上
甑
村
、
下
甑
村
及
び
鹿
島
村
を

廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す

る
新
設
合
併
（
対
等
合
併
）
と
す
る
。

合
併
の
期
日

合
併
の
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
を

目
標
と
す
る
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
新
庁
舎
建
設
ま
で
の
間
は
、
川
内
市
神
田

町
三
番
二
二
号
（
現
在
の
川
内
市
役
所
の
位

置
）
と
し
、
支
所
、
出
張
所
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
一
五
五
条
に
基
づ

き
、
関
係
市
町
村
内
に
置
く
も
の
と
す
る
。

将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

新
市
成
立
後
、
交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署
と

の
関
係
な
ど
、
住
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
検
討

す
る
も
の
と
す
る
。

新
市
名
称
等
検
討
小
委
員
会
設
置
規
程

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
の
審
議
と
、
町
名
・
字

名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
意
見
を
聴
く
た
め
に
設

置
。
次
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
ま
た
は
調
整
を
行

う
。合

併
し
た
場
合
に
お
け
る
新
市
の
名
称
の
公
募

方
法
及
び
選
定
基
準
に
関
す
る
こ
と

新
市
名
称
の
候
補
の
選
定
に
関
す
る
こ
と

賞
品
及
び
そ
の
贈
呈
対
象
者
の
決
定
方
法
に
関

す
る
こ
と

そ
の
他
新
市
名
称
の
選
定
に
関
し
必
要
な
事
項

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

合併協定項目（ 項目）
自治体の存立に関わる基本的な事項

合併協定項目（ 項目）

事務事業の一元化に関わる事項

各種事務事業の取扱い

新市建設計画に係る事項

男女共同参画事業
姉妹都市・国際交流事業
電算システム事業
広報広聴関係事業
消防防災関係事業
交通関係事業
窓口業務
保健衛生事業
環境衛生事業
障害者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
生活保護事業
その他の福祉事業
農林水産関係事業
商工・観光関係事業
建設関係事業
上・下水道事業
学校教育事業
コミュニティ施策
社会教育事業
情報公開制度
その他事業

新市まちづくり計画

財産の取扱い
議会議員の定数及び任期の取扱い
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
地方税の取扱い
一般職の職員の身分の取扱い
特別職の身分の取扱い
条例、規則等の取扱い
事務組織及び機構の取扱い
一部事務組合等の取扱い
使用料、手数料等の取扱い
公共的団体等の取扱い
補助金、交付金等の取扱い
町名・字名の取扱い
慣行の取扱い
国民健康保険事業の取扱い
介護保険事業の取扱い
消防団の取扱い
自治会・行政連絡機構の取扱い

合併の方式
合併の期日
新市の名称
新市の事務所の位置



合
併
後
の
新
市
の
名
称
を
審
議
す
る
た
め
の
新

市
名
称
等
検
討
小
委
員
会
が
七
月
十
日
、
法
定
合

併
協
議
会
の
学
識
経
験
者
十
八
人
で
設
置
さ
れ
ま

し
た
。
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
新
市
名

称
候
補
選
定
小
委
員
会
と
同
じ
く
、
委
員
長
に
は

田
中
憲
夫
氏
（
川
内
市
）、
副
委
員
長
に
は
山
元

募
方
法
等
と
、
既
存
の
市
町
村
名

の
取
扱
い
な
ど
の
新
市
名
称
候
補

選
定
基
準
等
の
協
議
事
項
二
件
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。な
お
、

公
募
方
法
等
は
、
同
日
の
首
長
・

議
長
等
会
議
を
経
て
法
定
協
議
会

へ
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

川
西
薩
地
区
法
定
協
で
四
月
か

ら
五
月
に
か
け
て
実
施
し
た
新
市

名
称
の
公
募
に
は
、
応
募
総
数
千

五
百
九
十
八
件
、
有
効
千
四
百
四

十
九
件
、
無
効
百
四
十
九
件
、
応

募
名
称
種
類
六
百
八
十
件
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
応

募
者
に
連
絡
し
、
同
意
が
あ
れ
ば

川
薩
地
区
法
定
協
へ
の
応
募
作
品

と
す
る
こ
と
も
提
案
の
中
に
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

新
市
名
称
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

案
で
は
、
応
募
作
品
の
中
か
ら
小

委
員
会
の
中
で
五
点
程
度
に
絞
り

込
み
、
十
一
月
の
第
九
回
法
定
合

併
協
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
法
定
合
併
協
議
会
開
催
予
定

第
三
回
法
定
合
併
協
議
会

八
月
十
二
日
（
木
）
午
後
一
時
半
か
ら

樋
脇
町

ホ
テ
ル
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル

第
四
回
法
定
合
併
協
議
会

八
月
二
十
八
日
（
木
）
午
後
一
時
半
か
ら

川
内
市

ホ
テ
ル
太
陽
パ
レ
ス

会
議
は
都
合
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
事
前
に
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

協
議
会
は
傍
聴
で
き
ま
す

法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
定
員
は
三
十
名
。
会
場
の
都
合
で
定

員
数
が
増
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
傍
聴
希

望
の
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届
に
住
所
及
び
氏
名
を

記
入
し
、
会
場
で
協
議
会
事
務
局
に
提
出
、
傍
聴

証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
証
は
会
議

開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前
か
ら
先
着
順
に
交

付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
る
場
合
は
く
じ

引
き
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ど
う
ぞ

川
薩
地
区
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る
最
新
情
報

を
掲
載
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
お
問
い
合
わ
せ

に
も
利
用
で
き
ま
す
。
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
子

供
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

せ
ん
さ
つ
キ
ッ
ズ

に

も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
楽
し
い
パ
ズ
ル
や
ク
イ

ズ
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

温
治
氏
（
東
郷
町
）
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
田
中
委

員
長
は

果
た
す
べ
き
責
任
は
重
い
が
、
最
善
を

尽
く
し
た
い

と
語
り
ま
し
た
。

同
日
の
小
委
員
会
で
は
、
八
月
十
二
日
か
ら
九

月
十
二
日
ま
で
の
募
集
期
間
や
賞
品
、
検
討
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
示
し
た
新
市
名
称
の
公

新
市
名
称
等
検
討
小
委
員
会
を
設
置

公
募
方
法
等
を
審
議

学識経験者 名で構成する新市名称検討小委員会

おおおおおおおお

知知知知知知知知知知

らららららららららら

せせせせせせせせせせ

ま
ち
づ
く
り
広
聴
会
日
程

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
原
案

に
つ
い
て
、

同
案
に
対
す
る
住
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を

お
聞
き
す
る
広
聴
会
を
、
次
の
日
程
で
開
催
す

る
予
定
で
す
。（
五
十
二
会
場
）

詳
し
い
時
間
・
会
場
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

各
市
町
村
の
広
報
紙
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

祁
答
院
町

八
月
十
七
日

八
月
二
十
一
日

東
郷
町

八
月
十
八
日

八
月
二
十
二
日

下
甑
村

八
月
二
十
三
日

八
月
二
十
五
日

上
甑
村

八
月
二
十
三
日

八
月
二
十
四
日

川
内
市

八
月
二
十
五
日

九
月
十
三
日

里

村

八
月
三
十
日

鹿
島
村

八
月
三
十
一
日

樋
脇
町

九
月
三
日

九
月
八
日

入
来
町

九
月
三
日

九
月
八
日


